
【施設長向け】問題職員対応チェックリスト​
 

問題職員対応に取り組む前に、以下のチェック項目を確認してください。すべての項目に 

「□」を入れて取り組めば、対応の客観的合理性が大幅に高まります。 

□ 当該職員の問題行動について、5W1H（いつ・どこで・誰が・何を・どのように・どの程度）に沿っ
た具体的な記録を取っている 

□ 注意指導の内容を、口頭ではなく文書で残し、本人の確認・署名を得る運用にしている 

□ 配置転換や担当業務変更を行う際、その理由を「将来の利用者リスク回避」など客観的合理性
のある言葉で説明できる 

□ 当該職員の処分について、職場の他のメンバーに説明したとき、違和感を覚える者がいないこ
とを確認した 

□ シフト外業務を命じる際、業務上の必要性と相当性を都度確認している 

□ 「業務上必要かつ相当な範囲内」かどうかの判断について、顧問弁護士に随時相談できる体
制を整えている 

□ 当該職員からの「パワハラだ！」という主張に対し、感情的な謝罪や安易な譲歩をしていない 

□ 就業規則において、職員間協力義務、上司の指示命令への遵守義務が明記されている 

□ ハラスメント相談窓口を設置し、職員に周知している（令和3年度介護報酬改定により全介護事
業者に義務化） 

□ 問題職員対応によって精神的負担を抱える管理職へのケア体制が整っている 

□ 注意指導→懲戒処分（譴責など）→退職勧奨→普通解雇という段階的対応の枠組みを理解し
ている 

□ 解雇を選択する際、その判断を支える証拠（記録・指導履歴・改善機会の提供記録）が十分に
蓄積されている 

□ 問題が発生してから慌てて記録を取るのではなく、日常的な記録運用が施設内で文化として
根付いている 

□ 大分県・九州エリアの介護労働市場の動向、地元労基署の運用傾向を把握している 

□ 「同日・翌日対応」可能な顧問弁護士との関係を構築している 
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--- 

※本記事は2026年4月時点の情報に基づき作成しています。具体的事案については個別事情
により判断が異なりますので、必ず弁護士にご相談ください。 

出典 

- 公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」（2024年7月10日公表） 

- 大阪地方裁判所令和3年2月25日判決 

- 厚生労働省告示第5号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問
題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」（令和2年6月1日適用） 

 


